
資料１０ 

  

今後のスケジュール 

時期等 内  容 

３月中 行革担当 
・今後の取組みについて検討 
・総務課、企画財政課事務打ち合わせ、町長、助役への内容確認 

４月１３日 推進本部 
・今後の体制の確認（条例案、要綱案・・・組織・体制案など） 
・成果と課題の整理方法（検証方法）等について 

４月中旬 専門部会 
・専門部会立ち上げ（正副部会長の決定、取組み開始） 
・ 成果と課題の整理・分類（検証） 

５月２０日 行革担当 ・公募委員の決定 

５月下旬まで 専門部会 ・検証結果のまとめ 

 特別対策への取組み 
今年度中に達成できる項
目への取組み 

６月１日 調整会議 

６月６日 推進本部 

・検証結果の確認 
・委員会への諮問内容の確定 

６月上旬 行革担当 
・条例改正（町議会） 
・施行規則の制定 
・要綱改正 

６月１０日 行革委員会 
■第１回委員会 
・委員任命、会長の選任、諮問など 

６月中～下旬 行革委員会 
■第２回委員会 
・検証結果報告（各専門部会より） 
・基本方針、基本目標の検討 

７月上旬 〃 
■第３回委員会 
・基本方針、基本目標の決定 
・中間答申 

９月上旬まで 専門部会 
・基本方針、基本目標の具体化 
・専門部会案の策定 

９月中旬 
調整会議 
推進本部 

・各専門部会案の審議 
・推進本部案の策定 

９月下旬 行革委員会 
■第４回委員会 
 ・推進本部案の提案、審議 

10 月上旬 〃 
■第５回委員会 
 ・推進本部案の審議 

10 月中下旬 〃 
■第６回委員会 
 ・推進本部案の審議 
 ・答申内容についての協議 

11 月上旬 〃 
■第７回委員会 
 ・最終答申 

専門部会 
調整会議 

・答申内容に基づく、推進本部案の再調整 
11 月下旬まで 

推進本部 
・新大綱及び実施計画書（集中改革プラン）
の完成（最終確認） 

12 月以降  
・取組み開始（議会への報告） 
・具体的改革・改善事項への取組み 
・集中改革プランの公表 

 
◆分科会等の再始動 
 
平成１７年度中に達成可
能なものへの取組み 
 
○事務改善分科会 

 
○財政改革分科会 

 
○企画政策分科会 

 
 ○各課室局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆平成１８年度予算への
反映 

目標年度末  
・中間、最終…成果の検証、評価 
・行革委員会への報告→意見・提言→修正 
・進捗状況の公表（広報誌、ホームページなど） 

 


